
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

場

所

の

変

更

会

計

課

【

公

告

】

○

岡

山

県

行

政

情

報

公

開

条

例

に

よ

る

出

資

等

法

総

務

学

事

課

人

の

指

定

の

取

消

し

○

県

営

土

地

改

良

事

業

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

○

〃

〃

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

岡

山

・

兵

庫

県

瀬

戸

内

海

連

合

海

区

漁

業

調

整

海

区

漁

業

調

整

委

員

委

員

会

の

開

催

会

○

広

島

・

岡

山

連

合

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

開

〃

催 岡

山

県

公

報

平成２６年２月４日 第１１５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

三
七
四
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
・
〇
～

美
作
市
巨
勢
字
堂
ノ
前
一
六
八
三
番
一
地
先
か

ら

新

四
二
・
〇

四
九
・
〇

美
作
市
巨
勢
字

平
一
六
六
五
番
五
地
先
ま
で

二
〇
・
〇
～

美
作
市
巨
勢
字
堂
ノ
前
一
六
八
三
番
一
地
先
か

ら

旧

四
二
・
〇

二
八
・
〇

美
作
市
巨
勢
字

平
一
六
六
五
番
五
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

樫
村
金
屋
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



新

一
三
五
・
〇

美
作
市
巨
勢
字

平
一
六
六
五
番
五
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

三
八
・
四

美
作
市
巨
勢
字
前
一
七
二
六
番
二
地
先
ま
で

一
三
五
・
〇

美
作
市
巨
勢
字

平
一
六
六
五
番
五
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

三
八
・
四

美
作
市
巨
勢
字
前
一
七
二
六
番
二
地
先
ま
で

旧

四
・
〇
～

美
作
市
巨
勢
字
堂
ノ
前
一
六
八
三
番
一
地
先
か

ら

一
五
六
・
〇

二
一
・
〇

美
作
市
巨
勢
字
前
一
七
二
六
番
二
地
先
ま
で

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

芳
井
油
木
線

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
上
一
一
三
番
地
先
か

平
成
二
十
六

ら

年
二
月
四
日

井
原
市
芳
井
町
川
相
字
大
道
ノ
上
二
三
〇
番
一
地
先

ま
で

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
十
三
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
に
係
る
売
り
さ
ば
き

場
所
の
変
更
を
承
認
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

変

更
後

の

売
り

さ
ば

き
場

所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

倉
敷
市
西
中
新
田
六
四
〇
番

倉
敷
市
職
員
厚
生
会

倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
一
丁
目
一
番
一
号

地

会
長

三
宅

英
邦

倉
敷
市
水
島
北
幸
町
一
番
一
号

倉
敷
市
児
島
小
川
町
三
六
八
一
番
地
の

三

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔
四
七
〕
岡
山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
（
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ

る
出
資
等
法
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１

指
定
を
取
り
消
し
た
法
人

財
団
法
人
児
島
湖
浄
化
セ
ン
タ
ー
周
辺
対
策
基
金

２

指
定
を
取
り
消
し
た
日

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

四
八

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

上
見
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

上
見
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

和
気
町
役
場

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

四
九

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

鴨
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

鴨
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

岡
山
市
役
所

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

五
〇

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

甲
骨
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

甲
骨
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

倉
敷
市
役
所

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

五
一

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

長
田
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

長
田
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

里
庄
町
役
場

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

五
二

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

奥
山
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

奥
山
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

笠
岡
市
役
所

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

五
三

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

白
滝
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
地
震
対
策
た
め
池
防
災

白
滝
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

美
作
市
役
所

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



〔

〕

（

）

、

五
四

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
及
び
地
区
名

県
営
土
地
改
良
事
業

）

（
た
め
池
等
整
備

三
谷
池
地
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業

）
計
画
書

（
た
め
池
等
整
備

三
谷
池
地
区

三

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

真
庭
市
役
所

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



◎
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
五
十
四
回
岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

岡
山
・
兵
庫
県
瀬
戸
内
海
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

山

田

隆

義

一

日
時

平
成
二
十
六
年
二
月
六
日
（
木
）

午
後
二
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

姫
路
市
本
町
六
八
番
二
九
〇

イ
ー
グ
レ
ひ
め
じ
四
階

セ
ミ
ナ
ー
室
Ａ

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
七
九
）
二
八
九

三
四
四
三

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

会
長
及
び
会
長
代
理
の
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
に
つ
い
て

平成２６年２月４日　岡山県公報　第１１５５６号



◎
広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
一
号

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
十
九
回

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
六
年
二
月
四
日

広
島
・
岡
山
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

山

本

正

直

一

日
時

平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
（
金
）

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

福
山
市
三
吉
町
一
丁
目
一
番
一
号

広
島
県
福
山
庁
舎
第
三
庁
舎
八
階

三
八
一
会
議
室

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
四
）
九
二
一

一
三
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
各
種
漁
業
の
入
会
調
整
に
つ
い
て
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